
 

議案第14号 

養父市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定 

について 

養父市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

平成30年２月26日提出 

養父市長  広 瀬   栄  

 

養父市条例第 号 

   養父市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

養父市消防団員等公務災害補償条例（平成16年養父市条例第275号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中「同法第36条」を「これらの規定を同法第36条第８項」に、「及び第

36条」を「及び第36条第８項」に改める。 

第５条第３項中「、第１号」の次に「又は第３号から第６号までのいずれか」

を加え、「333円を」を「１人につき217円を」に改め、「267円（非常勤消防団員

等に第１号に該当する者がない場合には、そのうち１人については」及び「）

を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につ

き217円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当する扶養親

族がない場合には、そのうち１人について300円）」を削る。 

附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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議案第14号 養父市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

（損害補償を受ける権利） 

第２条 非常勤消防団員が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公

務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場

合又は消防法第25条第１項若しくは第２項（同法第36条において準用する

場合を含む。）若しくは第29条第５項（同法第30条の２及び第36条におい

て準用する場合を含む。）の規定により消防作業に従事した者（以下、「消

防作業従事者」という。）、同法第35条の10第１項の規定により救急業務に

協力した者（以下「救急業務協力者」という。）又は水防法第24条の規定

により水防に従事した者（以下「水防従事者」という。）若しくは災害対

策基本法第65条第１項（同条第３項（原子力災害対策特別措置法第28条第

２項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）において準用する

場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第２項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）の規定若しくは災害対策基本法第65条第２項

において準用する同法第63条第２項の規定による応急措置の業務に従事

した者（以下「応急措置従事者」という。）が消防作業若しくは水防（以

下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は

応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措

置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは

障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、

その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに

通知しなければならない。 

（補償基礎額） 

（損害補償を受ける権利） 

第２条 非常勤消防団員が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公

務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場

合又は消防法第25条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法第36条第

８項において準用する場合を含む。）若しくは第29条第５項（同法第30条

の２及び第36条第８項において準用する場合を含む。）の規定により消防

作業に従事した者（以下、「消防作業従事者」という。）。同法第35条の10

第１項の規定により救急業務に協力した者（以下「救急業務協力者」とい

う。）又は水防法第24条の規定により水防に従事した者（以下「水防従事

者」という。）若しくは災害対策基本法第65条第１項（同条第３項（原子

力災害対策特別措置法第28条第２項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28

条第２項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定若しく

は災害対策基本法第65条第２項において準用する同法第63条第２項の規

定による応急措置の業務に従事した者（以下「応急措置従事者」という。）

が消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、若し

くは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡

し、負傷し、若しく疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救

急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは

疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補

償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける

権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。 

（補償基礎額） 
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現          行 改      正      案 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で非常勤消防団員又は消防作業従事

者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者（以下「非常勤

消防団員等」という。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した

日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診

断により疾病の発生が確定した日において、他の生計の道がなく主として

非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のあ

る非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号に該当

する扶養親族については333円を、第２号に該当する扶養親族については

１人につき267円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者がない場合に

は、そのうち１人については333円）を、第３号から第６号までのいずれ

かに該当する扶養親族については１人につき217円（非常勤消防団員等に

第１号に該当する者及び第２号に該当する扶養親族がない場合には、その

うち１人について300円）を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎

額とする。 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。） 

(2) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 

(3) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 

 (4) 60歳以上の父母及び祖父母 

 (5) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある姉妹 

 (6) 重度心身障害者 

４ （略） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で非常勤消防団員又は消防作業従事

者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者（以下「非常勤

消防団員等」という。）の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した

日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診

断により疾病の発生が確定した日において、他の生計の道がなく主として

非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のあ

る非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号又は第

３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につ

き217円を、第２号に該当する扶養親族については１人につき333円を、そ

れぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

 

 

 

 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。） 

(2) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 

(3) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 

(4) 60歳以上の父母及び祖父母 

(5) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある姉妹 

(6) 重度心身障害者 

４ （略） 
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